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自己紹介

西南学院大学卒業 社会福祉士・精神保健福祉士取得

2009年～ 大分市でホームレス支援活動に参加

大分大学大学院福祉社会科学研究科修士課程修了

2011年～ NPO法人北九州ホームレス支援機構（現：抱樸）

・無料低額宿泊施設→サポートセンター（アフターケア）

→地域・生活支援事業（介護事業、障がい事業）を担当

【生活困窮者自立支援制度】

・2015年４月～ 北九州市就労準備支援事業 主任伴走支援員

・2015年12月～ 市民生活相談センター（中間市委託）

センター長・主任相談支援員
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NPO法人抱樸について
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NPO法人抱樸の概要

活動開始 1988年～（ホームレス支援から開始）

路上からの自立者総数 約2900名

自立達成率 約93％（半年の自立プログラムを経た者）

就労自立率 約58％（半就労半福祉を含む）

自立生活継続数 約92％

アフターケア 約2000名

４つの都市で活動（北九州市・福岡市・中間市・下関市）

有給職員 104名（正職70名）

登録ボランティア 約1500名

互助会 約250名（当事者：約150名）

2014年７月 「北九州ホームレス支援機構」から「抱樸」へ名称変更

17部署により包括的・総合的支援を実施
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抱樸とは

「素を現し、樸を抱き」という老子の言葉から

「樸」のままを抱く

・樸：荒木・原木 製造され整えられたら受け取るー手遅れ

・原木（ありのままのその人）が、そのまま抱きとめられること

抱きとめられた原木には可能性がある

・杖となり、家具となり、役割を果たす

原木であるがゆえに、刺々しくもある。時には傷つく

・絆は傷を含む。

・例え傷ついても、抱いてくれる人がいるのか？

・傷の再分配＝社会とは健全に傷つくための仕組み
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抱樸の使命
ひとりの路上死も出さない

ひとりでも多く、

一日でも早く、路上からの脱出を

ホームレスを生まない社会を創造する

２つの困窮（基本的視座）

・ハウスレス：物理的困窮 「なに」が必要か

・ホームレス：関係性の困窮 「だれ」が必要か

※２つの困窮に同時に取り組む必要がある
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抱樸の３つの基本理念
【第１の理念】 ２つの困窮概念

・①経済的困窮（ハウスレス）と社会的孤立（ホームレス）

→ハウスとホームは違う！ 社会的孤立ー伴走支援

・②居住支援の２つの安全

→住宅（ハウス）の安全・暮らし（ホーム）の安全

【第２の理念】 包括的個別支援

・人を属性でみないーまるごと支援！

→人が中心（制度が中心ではない！）

【第３の理念】 相互性重視

・「助ける・助けられる」を超える相互的地域

→共生地域社会の創造・助けてと言える社会

→民間事業者間の仕組みづくり
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抱樸の各事業
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2017年４月時点

【連携事業（出向先）】
・抱樸館福岡事業（社会福祉法人グリーンコープ）

・自立相談支援事業（グリーンコープ生協ふくおか）
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訪問型支援を実施しています。



抱樸のアウトリーチの特徴

巡回相談

・相談しない（できない）対象者に、アウトリーチ型訪問相談を実施。

・「訪ねてきてくれる人がいる」、「心配してくれる人がいる」認識が大
切。関係性・信頼の構築が第一の課題。

・社会資源と、法人内資源の組み合わせ。

・継続的な支援を実施することで、つなぎ・もどしの連続的行使を実施。

・伴走そのものが支援：「今日解決できなくても、明日に希望をつなぐ」

ボランティア・互助会

・ボランティアが担当になり、居宅移行後も継続してサポート。

・互助会の世話人が、行事カレンダーなどを地域で生活をしている者の家
に毎月配布し、声掛けを行う。

→安否確認、必要に応じて職員が訪問をする。
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保証人提供：保証人バンク

 保証人バンクとは
賃貸借契約に必要な保証人を準備することができない方の自立および安定

的な生活継続を支援するために、NPO法人抱樸が保証人を提供する事業。

 機能
①滞納家賃の支払い

②家具や荷物などの遺留品

の引き取り・処分

③その他契約書に書かれて

いる内容の補償

④生活支援員による、生活

安定のための継続的支援

⑤求償権（滞納家賃を肩代

わりした代金を請求できる

権利）の放棄

大家・不動

産会社
NPO法人

抱樸

本 人

家賃支払い

家賃請求

滞納家賃支払い
遺留品処分等

滞納その他
の連絡

連絡 相談

支援 問題解決

保証人バンク関係図
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 保証人バンクの効果
①ケア付き保証人制度―相談・指導・解決等実施・・・・再野宿化防止。

②ケア付きのため大家の安心につながる

③不動産業者への顧客無料紹介（ビジネス）

④不動産業者との連携―滞納情報（一か月以内）、入院、トラブルの早期対応

⑤利用者と支援者（保証人）との関係性の構築（孤立させない支援）

⑥最後の看取り（葬儀・納骨）までの生涯支援の実施

 保証人バンク事業実績 （2016年１月現在）

①保証人バンク利用者人数：726件

②保証人バンク利用者の生活継続率：98％

保証人提供：保証人バンク



生活支援付き連帯保証事業
目的

・住宅確保要配慮者（生活困窮者）の居住喪失を防ぐため

・抱樸とＲＦＩが連携し、生活保障と家賃保証の新しい枠組みをつくる

対象

・従来、オーナー・不動産会社のリスクを理由に入居拒否される層

・家賃債務保証会社の審査が通らない層

仕組み

・■入居支援・保証人提供（ＲＦＩ）

⇒オーナー・不動産会社のリスク（滞納や原状回復リスク）を保証し、契約者の生活危

機情報を早期にキャッチする事で伴走ケア支援につなげる

⇒月二回のオートコールにて安否確認・・抱樸への連絡

・■見守りと生活支援（抱樸）

⇒契約者の相談、見守り、緊急対応を行い、安定的な日常生活へ立て直しを伴走する
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自立支援居宅協力者の会
 居宅協力者の会とは
住宅確保に協力する不動産業者の会。会員と協力会員に分けられ、会員は会の運営

に携わり、協力会員は物件紹介のみに関わる。（北九州40社・福岡10社）

 機能
①物件情報の提供

②大家に対する支援対象者

の説明及び抱樸の支援方

針の説明による交渉

③家賃滞納及び生活状況の

把握等の情報提供

④生活支援員との連携による

居宅維持支援

⑤不動産関係の情報提供及

び法的問題の相談・指導

協力不動産

業者
NPO法人

抱樸

居宅希望者

賃貸借契約

希望物件の
紹介および
契約手続き

希望適合物件の返信

希望物件情報一斉送信

住居地、間取り、

賃料等の希望

居宅協力者の会連携図

適合物件の紹介

物件視察同行
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自立支援法律家の会
 法律家の会とは
NPO法人抱樸の支援対象者が抱える法律問題を解決することにより、対象

者の生活維持のリスクを軽減するための弁護士、司法書士、社会保険労
務士等の法律家の会。

 機能
①債務整理全般の相談・解決

②労働問題の相談・解決

③財産問題の相談・解決

④事件・事故等訴訟の弁護

⑤人権問題に関する相談

⑥毎月の法律相談会の開催

⑦その他、法律全般に関する

相談・指導

法
律
家

抱

樸

本

人

依頼

相談

連携

相談

支援

支援

法律家の会連携図

16



ホームレス支援から見えてきたこと

ホームレス自立支援センター退所者328人（2010-13年）実態調査

・最終学歴が中卒：152名（46.3%）

・センター退所時の障害者手帳保持者：123名（37.5%）

・知的障害（もしくは疑い）：193名（57.9%）

→療育手帳をセンターで取得した者は88名、

支援開始前からの取得者は９名

・精神障害（もしくは疑い）：123名（37.5%）

・発達障害疑い：39名（11.9%）

※山田論文では自立支援センター入所者の約５割は何かしらの障害があるとしている

17

中間あやみ、2015、修士学位論文「ホームレス対策の対象者の実態と支援内容、地域生活の支援課題」より



ホームレス→困窮者支援→世帯支援

ホームレスは、単身者・家族との問題を抱えている、障害の問題等

→自らSOSを発信でいない→アウトリーチの必要性

2008年リーマンショック以降は若年層が増加し、顕著に

不安定就労層の肥大化（就労層の約40％は非正規雇用）

貧困の連鎖（生活保護世帯の25％は親も受給歴あり）

※困窮要因の複雑化、貧困層の増加、貧困の連鎖

貧困は「経済的困窮」のみならず、「社会的孤立」の問題

困窮状態の長期化・深刻化に至る前の支援が必要

→生活困窮者への支援が必要

→生活困窮者支援には、世帯まるごと支援をするという視点が必要
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なぜ、世帯まるごと支援が必要か？

中学生の不登校→教育委員会

18歳のひきこもり→子ども家庭局 保健福祉局

母は精神・失業→保健福祉局 労働局

父は失業・DV→労働局 保健福祉局

一つの家庭の中には、「役所が入っている」ような状態

→縦割り、個別の対応では無理

個人の中にも、複合的な問題が存在している

子どもの貧困は、子どもの問題にとどまらない→家族の問題

→まるごと支援が必要
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まるごと支援のイメージ図
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抱樸のトータルサポート
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福岡県中間市について
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中間市の位置
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☆特産品:アスパ
ラガス・イチヂク

☆市の花：パン
ジー・コスモス

なかっぱ豆知識



中間市について

24統計なかま 平成24年版/暮らしの便利帳

福岡県北部にある市

面積：15.98㎢（４キロ圏内の市）

人口：42,769人 ※平成29年３月31日

世帯数：20,574 世帯（１世帯あたり2.08人）

高齢化率：30.67%（福岡県：22.73%）

※平成27年調査では高齢化率は34.1%（県内市で最高）

生活保護の保護率：35.27‰

社会資源特記（HW・警察署なし）



市民生活相談センター
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市民生活相談センター 外観
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相談ブース

入り口横の休憩所

受付カウンター



市民生活相談センターとは

自立相談支援事業（必須事業）

住居確保給付金（必須事業）

・受付窓口・経過観察：自立相談支援機関

・給付決済：自治体

就労準備支援事業（任意事業）

家計相談支援事業（任意事業）

子どもの学習等支援事業（任意事業）

・2016年４月～

※NPO法人抱樸が、中間市より事業を受託して実施している
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市民生活相談センター

担当係：保健福祉部 福祉支援課 福祉政策係
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中間市と北九州市の比較
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自立相談 就労準備 認定就労
訓練

一時生活 家計相談 子どもの
学習支援

北九州市 市が直営
一部を
社協・Ｇ
Ｃが委託

ホームレ
スに特化
抱樸

抱樸 抱樸
（笑い家）

抱樸 ＧＣ（グ
リーン
コープ）

ひまわり
学習塾
（教育委
員会の事
業）

中間市 抱樸 抱樸 × ×
※福岡県
が広域で
の実施を
検討中

抱樸 抱樸



2016年度実績
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新規相談数・プラン数
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新規相談者合計：242件

プラン数：65件

相談者数：242人
月平均：20.2人（国の目安値は9.46人/月）

プラン作成数：65件
月平均：5.4件（国の目安値は4.73件/月）



実績 相談内容

34

１）収入・生活費の相談、２）病気や健康・障害、３）住まいの順。
直接的・間接的なお金に関する相談が大変多い。

件数（重複あり・延べ）
1 病気や健康・障害のこと 67
2 住まいについて 59
3 収入・生活費のこと 136
4 家賃やローンの支払いについて 44
5 税金・公共料金支払い 49
6 債務について 37
7 仕事探し 53
8 就職について 54
9 仕事上の不安やトラブル 9
10 地域との関係について 7
11 家族との関係について 56
12 子育てのこと 6
13 介護のこと 13
14 引きこもり・不登校 14
15 DV・虐待 6
16 食べ物がない 18
17 その他 53
18 不明 5

計 686

内容
◆相談内容の分類



実績のまとめ
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2015年度 2016年度

新規相談件数 214件 242件

相談内訳 １）収入・生活費
２）病気・健康・障がい
３）住居
仕事

地域との関係

１）収入・生活費
２）病気・健康・障がい
住居

３）仕事のこと

相談経路 行政が27％ 行政が44％

・相談件数は増加傾向にある。
・お金に関することの相談が多い。
・本人のことだけでなく、家族からの相談や家族含めた世帯の問題の相
談等もとても多い。
・行政からの紹介が2016年度は約半数を占めている。
・市報への掲載をはじめ、行政への積極的な関わりにより、市民生活相
談センターの認知度が上がったことが要因と考えられる。



就労準備支援事業

就労準備支援事業（2016年度）：５人利用

→うち４人が就労決定し、現在も就労継続をしている。

日常生活自立・社会生活自立・就労自立に向けた支援

農業体験、パソコン講座、ボランティアなどを実施

ハローワーク同行、模擬面接、適職診断、就労定着

36

タケノコ堀り

トマト収穫

就労体験

料理プログラム

パソコンプログラム
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子どもの学習支援

38

なかまnavi（学び・navigate）

・居場所支援や学習支援を行うことにより、

困難を抱えた生活困窮者等の子どもの社会的自立を図る。

・子どもの支援だけでなく、保護者等の世帯まるごとの支援を行う。

子どもの利用15人→高校は５人全員が合格

陶芸教室

書初め・絵馬作り

うちわ作り



広報（なかま市報） 2016年１月
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広報（なかま市報） 2016年３月
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中間市でのまとめ
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小さな地方都市であり、社会資源も限られ、貧困者も多い。

困った世帯のことは、関係機関も把握をしていたが、制度の縦
割りの中では、なかなか対応ができなかった。

自立相談支援機関（市民生活相談センター）ができたことに
よって、制度を横断的に利用し、制度のコーディネートする。

→様々な行政機関や関係機関と連携をすることによって、それぞ
れの社会資源もさらに機能しだした。

→対象者の問題も解決に向けて進みだした。

社会資源は創造していく必要ももちろんある。

アウトリーチが有効に機能している。

社会資源を育てていくことも必要。



アウトリーチ

42



①発見・つながるためのアウトリーチ

発見・つながる

・対象者は、相談しない（できない）方が多い

・早期発見をするための仕組みづくりが重要

【関係機関からいかにつないでもらうか】

①行政機関からの紹介

→定期的な庁内連携、顔の見える関係構築

②行政以外の関係機関からの紹介

→定期的な訪問、顔の見える関係構築

【自分たちがいかに発見できるか】

①発見しやすい（つながりやすい）仕組みづくり

→相談会の実施、回覧板、市報、HPなど
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①発見・つながるためのアウトリーチ

留意していること

・地域の中で自立相談支援機関が、社会資源の１つとして位置づけられ、認
識され、機能するかがカギ。

・最後の砦であるという意識。断らない相談機関。

・関係機関も困っているはず。

・行政の各部署の中では、その存在は見えていたにも関わらず、解決できな
かったケースも多い。

→障がいや高齢、税金などの窓口では存在を把握していた

複合的な困難を抱えているという、ある意味「有名人」

→縦割りの中では、縦割りの部分の対応はしていた

→制度や部署を横断的に駆使する役割を担う・伴走支援

→自立相談支援機関へつなげばどうにかなる！といかに思ってもらえるか。
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②アセスメントのためのアウトリーチ
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昨年度のテキストより抜粋



②アセスメントのためのアウトリーチ

留意していること

・心配していること、気にかけていることを伝え続ける。

・今日は無理でも、明日に希望をもてるように。

・本人の目線にたつ。周りの困りごと＝本人の困りごとでは決してない。

・価値観の押し付けにならないように。

・対象者は見えにくい存在であり、かつその課題も見えにくい

→本人が自身の課題を理解していないこともある

本人の主訴と、問題の本質は違うことも多い

場所や時間を変えて、複数回にわたる丁寧なアセスメントを。
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③支援のためのアウトリーチ
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昨年度のテキストより抜粋



③支援のためのアウトリーチ

留意していること

・本人の希望に沿って、出口の開発などをする。

・本人だけではなく、その家族も含めてまるごと支援をする。

・本人の自己決定を尊重することは大切。

・その一方で、本人の自己決定が全てではないという認識も必要。

→自己決定するためには、情報の精査や客観性が必要。

・本人の代弁者的な役割を担うこともある。

・チームで支援をする、自立相談支援機関が抱え込まない、孤立しない。

・自身の法人でできることがないか→新たに創ることも検討する！

・助成金事業などで使えそうなものがないか、アンテナを張っておく。

・縦割りの制度をいかに横断的に駆使できるかがポイントになる。
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④地域づくりのためのアウトリーチ
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④地域づくりのためのアウトリーチ

留意していること

・役割や機能、できることをきちんと知る

・自立相談支援機関の役割や機能

・自身の所属する法人の役割や機能

・他の社会資源（関係機関）の役割や機能をきちんと知り、社会資源先に本
来の担うべき仕事をきちんと果たしてもらうようにすることも重要。

（社会資源を育てるという視点）

→加えて、「プラスα」の部分も知る。

→総合的な支援が可能になる。

・顔がみえ、背景や考え方がわかる、そのような関係をどれだけ築いていけ
るか。
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事例紹介
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子ども担当職員

事例：ホームレス・世帯まるごと支援

医療受診学習支援

学習支援
ＳＳＷとの
連携

弟

姉 万引き

総
合
的
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

抱樸職員 就労準備担当

子ども担当職員

ＳＳＷとの
連携

ホームレス状態
離婚

理事長
同居生活 就労準備

母

落ち着いた
生活

子どもとの
生活開始

ダブルワーク・ネグレクト

衝動的
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事例 概要

家族構成

・母（30代）、娘（小学生）、息子（小学生）

支援経過

・両親、子２人の４人世帯

・当初の支援

約10年前、両親がホームレス。

ホームレス支援で介入し、両親の居宅の安定・就労などを支援。

・再支援時の支援

約２年前、両親が離婚、母はダブルワークでネグレクト状態。

子の問題行動。

母と子どもへ、世帯まるごとの支援を実施。
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事例 課題

課題

・子ども

清潔保持ができない、学力が低い、学校での問題行動が多い。

夜間徘徊

・母

家事全般が苦手で、ゴミ屋敷状態。

ダブルワークで子どもと関わる時間がない。自身の幼少期体験も含め
て、子育ての能力が乏しい。子どもたちにどのように関わっていけば
いいのかわからない。

役所関係の手続きやコミュニケーションが苦手で、学校からの連絡に
返答しない。（学校からは、「子どもに関心がない親」との印象）
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事例 支援内容

支援内容

・一時的に母子を奥田理事長宅で預かる。子どもとの生活を優先し、
仕事を退職して、最終的には生活保護申請を行う。その後、子どもと
母に対して具体的に支援。

・子ども

学習支援、学校・学童保育との連携、訪問型相談支援、生活支援、社
会参加支援、お小遣い帳など

・母

訪問による生活支援（料理・洗濯・掃除など）、子どもとの関わりの
助言、家計管理支援（GCとの連携）、学校・役所などへの同行、就労
支援（就労準備支援事業→法人内外就労体験）など
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事例 DVDの鑑賞
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制服の洗濯 衛生的な生活・ごみの分別ができるように

料理の練習
お弁当作りの練習

法人内就労訓練



事例 結果

支援結果

・子ども

学力の大幅な向上（算数で90点！）、学校での問題行動の減少、清潔
保持ができるようになった、母の家事を積極的に手伝う、姉は中学生
になり、安定している。

・母

自炊、掃除、洗濯、家計管理ができるようになった。子どもにも優し
く接し、親子関係も良好。就労準備支援事業利用で、パート就労が決
定→期間満了で退職となり、再度就労準備支援事業の登録となった。

・抱樸本体での事例だが、中間市における生活困窮者自立支援制度で
も自立相談支援機関、任意事業を利用しての実施が可能（家計、就労
準備、子どもの学習支援）

→他都市でも生活困窮者制度を利用して応用できる！
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まとめ
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まとめ
・断らない、諦めない自立相談支援機関。私たちは最後の砦。

・制度を横断的に駆使していく。

・アウトリーチは有効な手段

・社会資源を育てる、ないものは新たに開発をする。

・存在の支援、伴走することそのものが支援である。

・本人だけではなくその家族、そして環境に着目しつつまるごと支
援をする。

・感情を仕組みに変えていく。
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